
 

 

 

 

 

 

 

  妊娠届出をされた方               妊娠中に転入された方             妊娠中に転出された方 

   妊娠届出（母子健康手帳交付）時に、妊婦給付     来所者カード（妊婦用）をご記入ください。         山形市の妊婦給付認定は、自動的に取り消されます。 

認定申請書兼妊婦支援給付金交付申請書を      転入前自治体での給付金支給の有無に☑を       （取消の通知は行いません。） 

配付します。必要事項を記入し、振込先口座情報    つけてください。                         なお、転出先自治体において、改めて妊婦給付認定 

確認書類のコピーを裏面に貼付の上、母子保健課    山形市の支給対象となる方には、後日申請書       申請を行う必要があります。 

あて提出してください。                      を郵送します。                   

   

  出産された方                   出産後に転入された方             出産後に転出された方 

  生後１～２か月頃に『赤ちゃん訪問』の日程調整      来所者カード（乳児用）をご記入ください。         山形市の妊婦給付認定は、自動的に取り消されます。 

   のご連絡をします。 ※訪問は４か月頃までに行います。          転入前自治体での給付金支給の有無に☑を       （取消の通知は行いません。） 

  訪問時に、胎児の数の届出書を配付します。        つけてください。                         妊婦支援給付金（子育て応援ギフト）申請前に転出 

  振込先口座情報確認書類のコピーをご準備く        山形市の支給対象となる方には、後日申請書      された場合、転出先自治体において、改めて妊婦 

   ださい。 ※その場でご記入いただき回収します。                 を郵送します。                         給付認定申請を行う必要があります。 

 

   ※流産・死産等も対象となる場合があります。母子保健課までご連絡ください。 

妊娠届出や胎児の数の届出をした方に対して、妊婦支援給付金（１回目：出産応援ギフト ２回目：子育て応援ギフト）を交付します。 

また、山形市では、妊娠している方や子育て家庭のみなさんが、安心して出産・子育てができるよう、妊娠中から子育てまで一貫して相談に応じております。 

【お問い合わせ先】  

山形市健康医療部（山形市保健所）母子保健課    
 〒９９０－８５８０ 山形市城南町一丁目１番１号  霞城セントラル３階    電話：０２３－６４７-２２８０ 

   開庁時間：火～日曜日 ８：３０～１７：１５  閉庁日：月曜日、祝日（日曜日、月曜日が祝日の場合は火曜日も閉庁）  

※閉庁日はこれによらない場合がありますので、山形市公式ホームページの「母子保健課開庁日カレンダー」をご確認ください。 

〇妊婦支援給付金（１回目：出産応援ギフト） 

      妊婦１人につき ５０，０００円 

〇妊婦支援給付金（２回目：子育て応援ギフト） 

      胎児１人につき ５０，０００円 


